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継続的専門能力開発（CPD）認定登録書（参加学習型） 

プログラム番号 － 

教育形態 研修会 

プログラム名 
能動的学修（職業人としての汎用的能力を養うアクティブ・ラーニングの

体験学習）［中堅教員研修－選択必修科目］ 

主催者(団体) 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

○中堅教員研修事業開発・運営等委員会（以下「開発・運営委員会」）

及び専修学校教員研修事業等中央委員会（以下「中央委員会」）が

認定した都道府県支部・学校法人等 

※別紙２「中堅教員研修実施要項」（中堅教員研修の連携機関又

は認定機関による実施）、別紙３「規程」（中堅教員研修連携実

施団体の対象） 

※令和２年度の実績は別紙４「開催案内」を参照。 

協賛・後援 

文部科学省「専修学校教育研修活動補助事業」（国庫補助事業） 

※別紙１「教育研修活動費補助金(私立学校教員研修費等補助)

交付要綱」を参照。 

開催日程 

不定期 

○財団の令和３年度の予定開催日程は次のとおり。 

・東京：令和３年８月２６日（木）～８月２７日（金） 

※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（日時）を参照。 

○令和３年度実施予定の支部等は未定。 

総時間 

１２時間（２日間） 

※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（日時）、別紙６「タイム

テーブル」を参照。 

開催場所 

不定 

○財団の令和３年度の開催会場（東京）は次のとおり。 

・東京：主婦会館プラザエフ 

※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（会場）を参照。 

○令和３年度実施予定の支部等は未定。 

対象者 

○受講資格は①から③のとおり。別紙２「中堅教員研修実施要項」（受

講資格）を参照。 

①専修学校設置基準に定める資格を有する者（勤続５年程度以上が

目安）で、次のいずれかの条件を満たす教員 

ⅰ新任教員研修の修了者、修了者と同等の能力を有すると所属

校の校長が推薦する者又は中央委員会が認める者 

ⅱ教務の中核をなす者又は近い将来中核をなし得る者と所属校

の校長が推薦する者 

ⅲ経営の中核をなす者又は近い将来中核をなし得る者と所属校

の校長又は所属法人等の代表者が推薦する者 

ⅳ開発・運営委員会が同等の経験や能力等を有すると認める者 

②現に学校の職にある者で、次のいずれかの条件を満たす職員 

ⅰ事務部門等の中核をなす者又は近い将来中核をなし得る者と
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所属校の校長又は事務長等が推薦する者 

ⅱ経営の中核をなす者又は近い将来中核をなし得る者と所属校

の校長、事務長等又は所属法人等の代表者が推薦する者 

ⅲ開発・運営委員会が同等の経験や能力等を有すると認める者 

③その他開発・運営委員会が認めた教育機関の教職員。 

○原則として財団の都道府県支部に加盟する学校に所属する者（開催

案内は財団から全国の支部加盟校に送付）。 

※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（対象）を参照。 

定員 

１６名 

※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（定員）を参照。 

○令和３年度実施予定の支部等は未定。 

題目 
上記『プログラム名』と同様。 

※令和２年度の実績は別紙６「タイムテーブル」を参照。 

プログラム（次第） 

〇プログラムは次の流れ（講義＋個人ワーク＋グループワーク＋振り

返り）で進行。 

①オリエンテーション 

②研修概要説明・アイスブレイク 

③「アクティブ・ラーニングとは何か」 

④「アクティブ・ラーニングを促す授業デザイン」 

⑤アクティブ・ラーニング型授業への「リ・デザイン」 

⑥「ジグソー法でアクティブ・ラーニングの技法を学ぼう」 

⑦マイクロティーチングのための準備 

⑧マイクロティーチング 

⑨振り返り 

○講師は、別紙２「中堅教員研修実施要項」（研修コース共通の講師の

基本的要件等）に加え、アクティブ・ラーニング等に精通した者。 

※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（タイムテーブル）を参

照。 

内容 
○令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（タイムテーブル）、別紙６「タ

イムテーブル」を参照。 

プログラムの目標 

○アクティブ・ラーニングが必要だ、と言われたことがあると思います。

なぜアクティブ・ラーニングが必要なのでしょうか。また、アクティブ・ラ

ーニングとは、そもそもどのような学び方なのでしょうか。本研修会で

は、アクティブ・ラーニングが必要とされる背景と考え方について学び

ます。また、人が学ぶプロセスを「学習サイクル」から考え、具体的な

日々の授業で何に気をつけて授業をデザインすれば、より深く、学び

を促進できるかを具体的な個々の授業実践の中で検討します。ま

た、本研修自体をアクティブ・ラーニング形式で、授業で使えそうなツ

ールやテクニックを織り交ぜて実施します。これらを通して、「明日か

らアクティブ・ラーニング型授業をやってみよう」と思えることを目指し

ます。 

CPD点数 ４０点 

料金 
○財団の場合は都道府県支部の加盟校１名１３，５００円、その他の学

校２７，０００円（教材費及び認定料を含む）。 
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※令和２年度の実績は別紙５「実施要項」（受講料）を参照。 

○都道府県支部・学校法人等の場合は実施主体ごとにより異なる。 

※受講料の設定は別紙３「規程」（研修コースごとの受講料等）を

参照。 

備考(問い合わせ先) 
○一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 事務局 総務課 

ＴＥＬ：０３（３２３０）４８１４  ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８ 

詳細URL 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団の研修研究事業を紹介す

るページのＵＲＬは以下のとおり。 

https://www.sgec.or.jp/index_new.cgi 

 



教育研修活動費補助金（私立学校教員研修費等補助）交付要綱

昭和５９年 １月３１日 文部大臣裁定

昭和５９年１２月２４日 一 部 改 正

昭和６０年 ７月 ８日 一 部 改 正

昭和６１年 ４月 ５日 一 部 改 正

昭和６２年 ５月２１日 一 部 改 正

平成 ２年 ２月 ５日 一 部 改 正

平成 ３年 ８月２３日 一 部 改 正

平成 ９年 ４月 １日 一 部 改 正

平成１０年 ４月 ８日 一 部 改 正

平成１３年 １月 ６日 一 部 改 正

平成２４年 ４月 １日 一 部 改 正

令和 ２年１２月２５日 一 部 改 正

（ 通 則 ）

第１条 教育研修活動費補助金（私立学校教員研修費等補助）（以下「補助金」という。）の

交付については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号。以下「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」

という。）に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

（交付の目的）

第２条 この補助金は，一般財団法人日本私学教育研究所及び一般財団法人職業教育・キャリア

教育財団（以下「補助事業者」という。）が行う別表に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）に要する経費の一部を補助することにより，もって我が国の私立学校の中等教育及び専

修学校教育の振興に資することを目的とする。

（交付の対象及び補助金の額）

第３条 文部科学大臣は，補助事業者が補助事業を行うに要する経費のうち，補助金交付の対象

として別表に掲げる文部科学大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について，

予算の範囲内で補助金を交付する。

２ 補助金の額は，補助対象経費のÑ以内の定額とする。

（申請手続）

第４条 補助事業者は，補助金の交付を受けようとするときは，別紙様式１による補助金交付

申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

（交付決定の通知）

第５条 文部科学大臣は，前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは，審査の上，

交付決定を行い，別紙様式２による補助金交付決定書を補助事業者に送付するものとする。

（申請の取下げ）

第６条 補助事業者は，補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある

ことにより，補助金の交付の申請を取り下げようとするときは，交付決定の通知を受けた日

から１５日以内にその旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。
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（補助事業の遂行）

第７条 補助事業者は，補助事業を遂行するため，契約締結及び支払いを行う場合には，国の

契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い，公正かつ最小の費用で効果をあげうるよう経費の

効率的使用に努めなければならない。

（計画変更の承認）

第８条 補助事業者は，補助対象経費の区分ごとに配分された額又は補助事業の内容を変更しよ

うとするときは，あらかじめ別紙様式３による計画変更承認申請書を文部科学大臣に提出し，

その承認を受けなければならない。ただし，別表に掲げる軽微な変更については，この限りで

ない。

２ 文部科学大臣は，前項の承認をするときには，必要に応じ交付決定の内容を変更し，又は条

件を付することがある。

（補助事業の中止又は廃止）

第９条 補助事業者は，補助事業を中止し又は廃止しようとするときは，その旨を記載した補助

事業中止（廃止）承認申請書を文部科学大臣に提出し，その承認を受けなければならない。

（事業遅延の届出）

第10条 補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき

又は補助事業の遂行が困難となったときは，速やかにその旨を記載した遅延報告書を文部科学

大臣に提出し，その指示を受けなければならない。

（状況報告）

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について文部科学大臣の要求があったとき

は，速やかに別紙様式４による状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

（実績報告）

第12条 補助事業者は，補助事業が完了した日（補助事業の廃止を受けた日を含む。）から３０

日以内又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期限までに，別紙様式５による実績報告書を

文部科学大臣に提出しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第13条 文部科学大臣は，前条の報告を受けた場合には，実績報告書等の審査及び必要に応じて

現地調査等を行い，その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条

第１項に基づく承認をした場合は，その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，補助事業者に通知するものとする。

２ 文部科学大臣は，補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額

を超える補助金が交付されているときは，期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ず

る。



（交付決定の取消し等）

第14条 文部科学大臣は，次の各号に掲げる場合には，第５条の交付決定の全部若しくは一部を

取消し又は変更することができる。

(1) 補助事業者が，適正化法，施行令，若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部科学大臣の

処分若しくは指示に違反した場合。

(2) 補助事業者が，補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。

(3) 補助事業者が，補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をした場合。

(4) 交付決定後に生じた事情の変更により，補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくな

った場合。

２ 文部科学大臣は，前項の取消しをした場合において，既に当該取消しに係る部分に対する補

助金が交付されているときは，期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

（財産の管理等）

第15条 補助事業者は，補助事業により取得し又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）については，補助事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理する

とともに，補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

２ 取得財産等を処分することにより収入があり，又はあると見込まれるときは，その収入の

全部又は一部を国に納付させることがある。

（財産処分の制限）

第16条 施行令第13条第４号及び第５号の規定により，文部科学大臣が定める財産は、取得財産

等のうち，取得価格が１個又は１組５０万円以上の財産及び効用の増加価格が５０万円以上の

財産とする。

２ 施行令第14条第１項第２号に定める財産の処分を制限する期間は，補助金交付の目的及び

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）を勘案して文部科学大臣

が別に定める期間とする。

３ 補助事業者は，前項の規定により定められた期間内において，処分を制限された取得財産等

を処分しようとするときは，あらかじめ文部科学大臣の承認受けなければならない。

４ 前条第２項の規定は，前項の承認をする場合において準用する。

（補助金の経理）

第17条 補助事業者は，補助金の収支に関する帳簿及び証拠書類等を，補助事業の完了の日又は

廃止した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

附 則

１ この要綱は，昭和58年度の補助金から適用する。

２ 教員研修事業費等補助金（私立学校教員研修費等補助）交付要綱（昭和53年12月 4日 文部

大臣裁定）は廃止する。
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一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

専修学校中堅教員研修コース・研修カリキュラム実施要項 
 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 一般財団法人職業教育・キャリア教育財団（以下「財団」という。）研究研修事業

等に関する規程（以下「研修規程」という。）第１４条第１項第２号に定める研修事業

のうち、専修学校中堅教員研修（以下「中堅教員研修」という。）は、この実施要項の

定めるところにより、研修規程第２条第１項に定める委員会（以下「中央委員会」とい

う。）が実施する。 

２ 中央委員会は、前項に定める中堅教員研修を円滑に運営するため、研修規程第１０条

第１項の規定に基づき事業別委員会として中堅教員研修事業開発・運営等委員会（以下

「開発・運営等委員会」という。）を置く。 

３ 開発・運営等委員会は、別に定める開発・運営等委員会規程（以下「規程」という。）

に基づき次の各号に定める事項を中央委員会に報告するものとする。 

⑴ 開発・運営等委員会の運営等 

⑵ 中堅教員研修の事業の運営等 

（目的等） 

第２条 中堅教員研修は、教新任教員研修カリキュラム修了程度の能力を有する専修学校

教員又は事務部門等にて学校の管理・運営その他の業務等に係る相当の職務実績を有す

る専修学校職員（以下「教職員」という。）を対象に、個々の専修学校における後進の

指導等を含め、専修学校教育の振興に尽力することが期待される中核的・専門的な役割

を担う中堅教職員の育成を目的とする。 

（受講資格） 

第３条 中堅教員研修の教員の受講資格は、専修学校設置基準（昭和５１年文部省令第２

号）第４１条乃至第４３条に定める資格を有する現に専修学校の教員の職にある者（学

校、研究所等で担当する教育に関する教育、研究又は技術に関す関連業務に従事した者

で当該課程の修業年限と関連業務従事期間とを通算して８年以上）の者で、かつ、次の

各号のいずれかの要件に該当する者とする。 

⑴ 財団新任教員研修実施要項に定める新任教員研修（以下「新任教員研修」という。）

を修了した者 

⑵ 新任教員研修を修了したと同等の能力を有する者として当該教員が所属する専修

学校の学校長が推薦する者 

⑶ 新任教員研修を修了したと同等の能力を有する者として中央委員会が認める者 

⑷ 現に専修学校において教務の中核をなす者若しくは近い将来教務の中核をなし得

る者として当該教員が所属する専修学校の学校長が推薦する者 

⑸ 現に専修学校又は当該専修学校を設置する法人等（以下「設置法人等」という。）

における経営の中核をなす者若しくは近い将来経営の中核をなし得る者として当該

voc1
テキストボックス
別紙２（2021.04.19）
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教員が所属する専修学校の学校長又は設置法人等の代表者が推薦する者 

⑹ 開発・運営等委員会が第１号から第５号に準ずる経験や能力等を有すると認める

者 

２ 中堅教員研修の職員の受講資格は、現に専修学校の職員の職にある者で、かつ、次の

各号のいずれかの要件に該当する者とする。 

⑴ 現に専修学校において事務部門等の中核をなす者若しくは近い将来事務部門等の

中核をなし得る者として当該職員が所属する専修学校の学校長若しくは事務長又は

事務局長（以下「事務長等」という。）が推薦する者 

⑵ 現に専修学校又は当該専修学校を設置する法人等（以下「設置法人等」という。）

における経営の中核をなす者若しくは近い将来経営の中核をなし得る者として当該

職員が所属する専修学校の学校長若しくは事務長等又は設置法人等の代表者若しく

は事務長等が推薦する者 

⑶ 開発・運営等委員会が前２号に準ずる経験や能力等を有すると認める者 

３ 前項の規定に関わらず、研修規程第１４条第２項第１号に定める教育機関（以下「教

育機関」という。）の教職員のうち、開発・運営等委員会が認めた者は受講することが

できるものとする。 

（中堅教員研修の連携機関又は認定機関による実施） 

第４条 第１条第１項の規定に関わらず、中央委員会は、別に定める開発・運営等委員会

での審査等に係る規程に基づく手続を経て、この規程に定める中堅教員研修を研修規程

第２条第１項第２号に定める支部委員会その他の関係団体と連携して実施することが

できるものとする。 

２ 第１条第１項の規定に関わらず、中央委員会は、別に定める開発・運営等委員会での

審査等に係る規程に基づく手続を経て、この規程に定める中堅教員研修及び中堅教員研

修と同等以上の研修を適切に実施している又は実施することができる外部機関を認定

し、財団認定の中堅教員研修として実施させることができるものとする。 

３ 前２項の規定により中堅教員研修を実施する場合は、第５条に定める中堅教員研修の

研修コースごとに開発・運営等委員会での審査等を受けるものとする。 

 

第２章 中堅教員研修の基本的な科目の基準等 

第１節 中堅教員研修の研修コースの内容等 

（研修コースの区分等） 

第５条 中堅教員研修は、次の各号に定める専修学校が求める役割及び立場並びに教職員

自身が選択するキャリアパス（この実施要項において、専修学校の教職員として自己の

能力及び専門性等の向上の順序を系統立て、最終的に目指すべき領域までの短期的又は

中長期的な基本的な道筋をいう。）の区分に応じて研修コースを設けるものとする。 

⑴ 教育プロフェッショナル志向 将来的に専修学校の教員として更に教育力向上を

目指す教育専門職に関する科目 

⑵ マネジメント志向 将来的に専修学校の教職員として学校経営等を担うことに重
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点を置く管理職に関する科目 

２ 前項に定める２つの区分の科目のほか、専修学校の教職員が主体的に前項に定めるキ

ャリアパスに向けたキャリアプラン（この実施要項において、前項のいずれかの志向を

目指し職務遂行を実現するため、専修学校の教職員が目指す自己の人生の計画及び設計

等をいう。）を選択し、アクションプラン（この実施要項において、専修学校の教職員

がキャリアプランを目指して目標とする具体的な短期的又は中長期的な行動計画等を

いう。）を決定するための基礎的な研修コースを設けるものとする。 

３ 前項に定める科目の研修コースは次の各号に定めるものとし、各研修コースの目標及

び研修カリキュラム等は、別表１を標準とする。 

⑴ 教員のキャリアデザインワークショップ 

⑵ 新任指導力（組織コーチング、メンタリング） 

４ 第１項第１号に定める科目の研修コースは次の各号に定めるものとし、各研修コース

の目標及び研修カリキュラム等は、別表２を標準とする。 

⑴ 教育・指導力向上（ファシリテーションの効果を実感する体験学習） 

⑵ 学級経営・学生対応（学級経営の効果的手法と学生の個別カウンセリング） 

⑶ 体系的カリキュラム・シラバス作成（インストラクショナル・デザイン） 

５ 第１項第２号に定める科目の研修コースは次の各号に定めるものとし、各研修コース

の目標及び研修カリキュラム等は、別表３を標準とする。 

⑴ 学校の経営（ＳＷＯＴ分析を中心として） 

⑵ リスクマネジメント（クレーム対応） 

（研修コースの履修時間及び日数等） 

第６条 中堅教員研修の各研修コースは、１単位時間５０分を標準時間として、別表１乃

至別表３に定める履修時間並びに日数を標準として、講義及び演習をもって構成するも

のとする。この場合、各研修コースの時間には、事前課題の作成、食事及び休憩その他

の自由時間は含まれない。 

２ 中堅教員研修の各研修コースは連続した日程で実施するものとし、受講者は研修コー

スの定める全期間にわたって出席しなければならない。 

（研修コースの受講順序等） 

第７条 中堅教員研修の研修コースの受講における順序は、第５条に定める研修コースの

区分等に基づき、次の各号のとおりとする。 

⑴ 専修学校の教職員は、第５条第４項及び同条第５項に定める研修コースを受講する

以前に、同条第３項に定める研修コースについて、同条同項第１号、同条同項第２号

の順番に従って受講するものとする。 

⑵ 前号に定める順番に従って研修コースを受講した専修学校の教職員は、選択したキ

ャリアプラン及び決定したアクションプランに基づき第５条第４項及び同条第５項

に定める研修コースの中から特定の研修コースを自由に選択して受講することがで

きるものとする。 

２ 前項に関わらず、開発・運営等委員会が第５条第３項に定める研修コースを修了した

者に準ずる実績や能力等を有すると認める者は、同条第４項及び同条第５項に定める研
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修コースの中から特定の研修コースを自由に選択して受講することができる。 

３ 前項に基づき第５条第３項に定める研修コースを修了した者に準ずる実績や能力等を

有することを確認するため、開発・運営等委員会は次の各号に定める手続等を同条第４

項及び第５項に定める研修コースの受講を希望する専修学校の教職員に事前に課すこ

とができるものとする。 

⑴ 教員のキャリアデザインワークショップ 専修学校教職員としての自己の明確な

キャリアプラン（ビジション）及び当該キャリアプラン（ビジョン）を達成するため

の具体的なアクションプランを所定の様式に記入すること 

⑵ 新任指導力（組織コーチング、メンタリング） 専修学校教職員としてのメンター

（この規程において、被支援者の自律を意識した真の支援マインドを持ち、特定の領

域において知識、スキル、経験等が豊富な者をいう。）の立場上において、自己の課

題等を発見し、当該課題等の解決に向けて自主的に実践している取組等を所定の様式

に記入すること 

（研修コースの受講者数及び講師等） 

第８条 中堅教員研修の各研修コースは、１回当たりの受講者数を原則として１２名以上

２４名以下とする。ただし、中央委員会が適切と認める場合はこの限りではない。 

２ 中堅教員研修の各研修コースは、１回当たりの講師は１名を割り当てなければならな

い。なお、１回当たりの受講者数が前項に定める上限を超える場合、超える受講者数が

１２名以下ごとに、少なくとも１名の講師を同時に割り当てなければならない。 

（教材等） 

第９条 中堅教員研修の各研修コースは、次の各号に定める教材等を使用するものとする。 

⑴ 別表１乃至別表３に定めるテキスト（必要に応じて別表１乃至別表３に定める参考

図書） 

⑵ その他研修コースの講師用指導要領で指定された又は例示された教具及び資料等 

２ 前項に定める教材等のほか、事前に開発・運営等委員会が別表１乃至別表３に定める

各研修コースの目標を達成する又は研修内容等を適切に運営するために必要と認めた

教材等を使用することができるものとする。 

第２節 中堅教員研修の研修コースの講師等 

（研修コース共通の講師の基本的要件等） 

第１０条 中堅教員研修の講師は次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。 

⑴ 中堅教員研修以外で十分な講師経験を持つ等、次のような資質を備えていること 

① 多くの受講者が参加する他の研修等における講師実績を相当程度有すること 

② 個々の受講者の集中力を高める講義、演習及び実習のスキルが優れていること 

③ 中堅教員研修のうち担当する研修コースの目標及び内容等を正確かつ平易に説明

できること 

④ 個々の受講者の理解度を把握し、必要に応じて的確な取組等の対応ができること 

⑤ 研修コースの時間配分及び進行速度を適切に調整しつつ、所定の履修時間内に全

ての研修内容を履行できること 
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⑥ 個々の受講者の研修内容又は関連事項の質問及び発言等に対して的確に対応でき

ること 

⑦ 研修日数中の受講者の発病、事故等の突発的な事象に的確に対応できること 

⑵ 開発・運営等委員会は、事前に中堅教員研修の講師になろうとする者から所定の様

式により前項に定める要件に関する経験及び実績等を有することの申請を受け付け、

協議の上、講師として相応しい資質を備えている者として保証できる者を講師とする

ものとする。 

（研修コース個別の講師の要件等） 

第１１条 中堅教員研修の講師は、担当する研修コースにおける別表１乃至別表３に定め

る研修内容等に関する専門的な知識、技能及び受講者の達成度の評価等に係る能力を有

するとともに、研修コースごとに次の各号に定めるいずれかの要件を満たすものとする。 

⑴ 教員のキャリアデザインワークショップ、新任指導力（組織コーチング、メンタリ

ング）及び教育・指導力向上（ファシリテーションの効果を実感する体験学習）の３

つの研修コース 

① 研修規程第１４条第２項第１号に定める教育機関（以下「教育機関」という。）そ

の他企業等おける進路・職業相談及び個人を対象に実施する人事労務に係る相談業

務等について通算５年以上の実務経験（この実施要項において、相談者の希望に応

じて実施される職業・キャリアに関する相談とその他の支援に継続的・反復的に携

わった経験をいう。本項において同じ。）を有し、かつ別表４に定める標準レベルキ

ャリア・コンサルタント又は標準レベルキャリア・コンサルタント養成研修と同等

若しくはそれ以上の養成研修を受講し修了した者 

② 教育機関その他企業等における進路・職業相談及び個人を対象に実施する人事労

務に係る相談業務等について通算３年以上の実務経験を有し、かつ国家検定キャリ

ア・コンサルティング技能検定２級以上の合格者 

③ 財団「キャリア・サポーター養成講座」講師養成研修及び認定等に関する実施要

項第１０条第２項に基づきキャリア・サポーター養成トレーナーとして認定・登録

された者 

④ 開発・運営等委員会が上記①乃至③に定める要件に相当する知見・技能等を有す

ると認める者 

⑵ 学校の経営（ＳＷＯＴ分析を中心として）の研修コース 

① 専修学校又は当該専修学校を設置する法人等（以下「設置法人等」という。）にお

ける経営、業務企画及び人事労務に係る相談の業務等について通算１５年以上の実

務経験（そのうち管理的職務の経験について通算５年以上の実務経験）を有する者 

② 私立学校の学校経営マネジメントをめぐる現況を蓄積し、経営の分析及び改善指

導その他必要な事項等を事業とする国その他団体等の職員 

③ 開発・運営等委員会が上記①乃至②に定める要件に相当する知見・技能等を有す

ると認める者 

⑶ 開発・運営等委員会は、事前に中堅教員研修の講師になろうとする者から所定の様

式により前２項に定める要件に関する経験及び実績等を有することの申請を受け付
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け、協議の上、講師として相応しい能力を備えている者として保証できる者を講師と

するものとする。 

２ 前条第２項及び前項のほか、開発・運営等委員会は、教員のキャリアデザインワーク

ショップ、新任指導力（組織コーチング、メンタリング）及び教育・指導力向上（ファ

シリテーションの効果を実感する体験学習）の３つの研修コースの中堅教員研修の講師

になろうとする者に対して、実際の研修コースにおいて別表５に定める資質及び能力等

について次条に定める主任講師及び開発・運営等委員会の委員による評価結果を踏まえ、

協議の上、講師として相応しい資質及び能力等を備えている者として保証できる者を講

師とするができるものとする。 

（主任講師の要件等） 

第１２条 開発・運営等委員会は、中堅教員研修の講師のうち研修コースごとに次の各号

に定める全ての要件を満たす者を主任講師として任命することができるものとする。 

⑴ 担当する研修コースの講師を２回以上務めたことがあること 

⑵ 開発・運営等委員会の委員２名以上から推薦を受け、主任講師として講師チームの

リーダーを務める上で相応しい資質、能力及び見識を有すると保証されていること。 

 

第３章 中堅教員研修の修了及び認定 

（研修コース共通の基本的評価の方法等） 

第１３条 開発・運営等委員会は、受講者の理解度及び修得した能力を評価し、修了の認

定を行うものとする。なお、この場合、開発・運営等委員会は、事前に各研修コースの

修了基準を明示するものとする。 

２ 開発・運営等委員会は、講師による研修中の個々の受講者に対する観察評価の結果等

に基づく報告に基づき評価を行うものとする。 

（研修中の観察評価等） 

第１４条 前条に定める講師による研修中の個々の受講者に対する観察評価は、次の各号

に定める内容とする。 

⑴ 研修中の活動の評価 質問の的確性、コミュニケーション能力、チーム活動への順

応性及び貢献度、討議中の発言の貢献度等に関する事項 

⑵ 成果物の評価 受講者又はグループが作成した成果物の内容の妥当性及び表現の

明確性等に関する事項 

⑶ 中堅教員として期待される中核的・専門的な役割の評価 気づきと自発力、自己管

理能力及び自己決定能力、継続的な自己啓発力（モチベーションの向上及び具体的な

アクションプランを実現する計画力並びに行動力）、チーム指揮能力等に関する事項 

⑷ 研修コースへの取組の評価 研修への出欠又は遅刻及び早退の程度（全履修時間の

参加の有無）、受講マナーの遵守状況など研修への取組姿勢などに関する事項 

（修了認定等） 

第１５条 前条に定める評価において、第１２条第１項に定める修了基準に達していると

の結果が出た受講者については、開発・運営等委員会による確認を経て、当該研修コー
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スの修了を認定し、当該受講者に修了証を授与するものとする。 

２ 前条に定める評価において、第１２条第１項に定める修了基準より著しく劣っている

との結果が出た受講者については、開発・運営等委員会による協議を経て、当該受講者

に不合格の評価結果を通知するものとする。 

 

第４章 その他 

（施設及び設備等） 

第１６条 開発・運営等委員会は、各研修コースを実施するに当たり適切な研修施設を準

備しなければならない。 

２ 研修施設は、受講者数に応じた教室、講師数に応じた控え室を確保するほか、快適に

研修が実施できるよう空調・照明設備等を整備しなければならない。 

３ 研修設備は、各研修コースの研修形態（講義、演習、グループワーク、レポート作成

及び総合演習のプレゼンテーション）に応じて必要な各種機材等を完備しなければなら

ない。 

（実施要項の変更） 

第１７条 この実施要項の変更は、開発・運営等委員会が中央委員会の承認を得てこれを

行うものとする。 

 

附 則 

１ この実施要項は、平成２８年２月３日から施行する。 
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別表１⑴ 第５条第３項第１号（教員のキャリアデザインワークショップ） 

必修・選択区分 必修 履 修 時 間 ２４時間・３日間 

研 修 形 態 講義、演習、グループワーク、シート作成等 

研 修 の 目 標 

教科指導やクラス運営等を経験している教員が、さらに教育指導力を高

め、学科で行う職業教育全般の企画運営や学校運営全体のマネジメント

を行う方向に進むか、あるいは教育専門職としての進路を目指すかな

ど、自己のキャリアパスについて自立的な将来設計を行い、計画に基づ

くアクションプランニングを行えることを目指す。修了後、受講する他

の中堅教員研修をどう選択するかを行動目標に盛り込めるようにする。 

研修テーマ 研修項目 

①研修の目的 

〇自らを取り巻く仕事環境の変化と自己理解を深め、これ

からの自分には何が必要なのかを理解する。 

〇自分の強みや特徴、一方で弱みや課題を認識し、果たす

べき役割責任(学校からの期待)と今後の行動目標を明

確にする。 

〇自分のキャリアビジョンを実現するための具体的なア

クションプランを立て、コミットする。 

〇研修のグランドルールを説明する。受講者が相互に気持

ち良く学び、効果的に進めるために、 

⑴肩肘張らずに、素直に。 

⑵お互いフィードバックを大切に。 

⑶グループワークでは主体的に。 

⑷内容によっては、この場限りで。(守秘義務) 

②受講者自己紹介  

③講義とグループワーク 

「キャリアとは」 

○キャリアについての理解を深める。 

・自律的・他律的キャリア 

・外的キャリア・内的キャリア 

④講義とグループワーク 

「キャリアについて私の

考え」 

○プロティアン・キャリア 

○プランド・パプンスタンス・セオリー 

○キャリアデザイン(開発)について 

○幸福感を感じるとき 

⑤講義とグループワーク 

「これからの教職員のあ

り方を考える」 

○専門学校を取り巻く社会的背景と今後の動向 

○置かれている環境を分析する 

○専門学校を取り巻く環境の変動と期待される専門学校

像 

⑥１日目の振り返りシート

記入 
〇これまでの自身のあり方を考える。 

⑦前日の振り返り 
〇研修２日目は、前日作成したシート等をグループで振り

返る。 

⑧講義・演習・グループワー

ク 

「自己分析」 

〇ライフラインチャートの作成、活用からキャリアの棚卸

しを行う。 

〇キャリア・アンカーを見つける。 

〇自分にはどんなビジネススキルが身についているのか 

〇エゴグラムによりコミュニケーション上の特性や性格

を理解する。 

⑨２日目振り返り 〇２日目の内容から気づいたことを共有する。 

⑩講義と演習 

「当事者意識」 

〇中堅教員として当事者意識をもつことの重要性を理解、

認識する。 

〇ロールプレイで体感する。 
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環境分析 

〇Must「何を求められているのか？」(学内・学外の環境

分析)について、「これまで」と「これから」を軸にカー

ド分類法で模造紙にまとめる。 

〇クロスグループインタビュー方式で発表する。 

⑫キャリア開発シート作成 

〇自己理解と環境分析を踏まえて、今後の自分のキャリア

ビジョンと具体的なアクションプランを考え、シートを

作成する。 

〇個人ワークとグループワークで進める。 

〇グループ内で発表し、他のメンバーからアドバイスをも

らう。 

⑬模造紙作成と発表 

〇キャリアビジョンと具体的な行動目標をまとめる。個人

ワークで行う。 

〇グループ内で発表する。 

⑭まとめ 
〇総括講義の後、各グループで感想や気付きを述べ、全体

で共有して終了する。 

修 了 基 準 

キャリア開発シートを完成し、自己のキャリアビジョンを明確に表現で

きている。さらにそのビジョン達成に向けて、具体的なアクションプラ

ンが書けている状態をもって修了とする。 

テキスト（例） 
オリジナルレジュメ、「キャリア・アンカー〈１〉セルフアセスメント」

（白桃書房） 

参考図書（例） 

・高橋俊介「キャリアショック」ソフトバンク文庫 2006 年 

・金井寿宏「キャリアデザイン・ガイド」白桃書房 2003 年 

・エドガー・H・シャイン「キャリア・サバイバル」白桃書房 2003 年 

・ジョン・D・クランボルツ「その幸運は偶然ではないんです！」ダイ

ヤモンド社 2005 年 

・渡辺三枝子「新版キャリアの心理学」ナカニシヤ出版 2003 年 

 

別表１⑵ 第５条第３項第２号（新任指導力（組織コーチング、メンタリング）） 

必修・選択区分 必修 履 修 時 間 １２時間・２日間 

研 修 形 態 講義、演習、グループワーク、シート記入 

研 修 の 目 標 

新任指導能力「新任教職員の指導・育成力」を高めることを目標とする。

中堅教員(管理職)にとっての役割とは何かを知り、新任(部下)の指導育

成のための目標管理や新任(部下)の能力を引き出すための適切な指導

助言ができるようになることを目指す。具体的には、「学校現場におけ

る、管理力/職務執行者としての実践力・マネジメント力」、「新任指導

育成のための目標管理力/新任の能力を引き出すための組織コーチング

力、メンタリング力」それぞれの能力について力をつけることを目指す。 

研修テーマ 研修項目 

①自分に求められているも

のを再確認する 

○組織概論 

○中堅教員にとっての役割とは何か 

・リーダーシップとは 

・管理者としてのマネジメントとは 

・初めての仕事に就かせるとは 

②指導育成スキルとは 

○画一的ではなく状況対応的(助言理論) 

○「ティーチング・メンタリング・コーチング」 

○「メンターとメンティー」 

○「スキルとコンピテンス」 
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③部下・後輩教員指導のため

のコーチングのアプロー

チ 

○コーチングとは 

・「コーチング概論」 

・「組織コーチング」 

○コーチングにおける心構え 

･「他者に対するプラスストロークとマイナスストロー

ク」 

･「部下・後輩の長所を見つける」 

･「部下・後輩の目標を定める」 

○コーチングスキル 

・「コーチングの基本原則」 

・「コーチングのコア・スキル」 

○目標設定の支援 

・「業績達成のための GROW モデル」 

・「開始時の SMART モデル・終了時の START モデル」 

④メンタリングのアプロー

チ 

○メンタリングとは 

・「メンタリング概論」 

・「指導育成担当者の役割、重要度」 

・「新人理解」 

○コミュニケーションスキル 

・「基本姿勢」 

・「相互理解、共通認識」 

○目標設定 

・「育成計画」「基本メンタリングプログラム」 

・「自己開発計画」 

⑤総合実践演習 

〇学んだ知識・技術を実践する 

※事前課題として持参したケースを活用する 

・ケース１ 

・ケース２ 

・参考：対話チェックシート・行動目標シート 

⑥まとめ  

修 了 基 準 
総合実践演習を通じて、メンターとして自らの課題を見出し、今後の自

身の研鑽に努められる状態をもって修了とする。 

テキスト（例） オリジナルレジュメ 

参考図書（例） 
・本田勝嗣、石川洋「よくわかるビジネス・コーチング入門」日本能率

協会マネジメントセンター 2002 年 

 

別表２⑴ 第５条第４項第１号（教育・指導力向上（ファシリテーションの効果を実感す

る体験学習）） 

必修・選択区分 選択必修 履 修 時 間 １２時間・２日間 

研 修 形 態 講義、演習、グループワーク、レポート作成 

研 修 の 目 標 

主に体験学習やワークショップなどのグループ活動に適用する手法で

あるファシリテーションの教育現場への適用を想定し、ファーストステ

ップとして概論としての意義づけ、セカンドステップとして実践スキル

の習得を図り、「①ファシリテーションによる授業の活性化について、

ファシリテーションを導入する理由、その方法・効果を説明できるこ

と」、「②ファシリテーターに必要な知識・スキル・マインドを説明でき

ること」、「③上記①②の講義、実践で得た知識・スキルを活用して、授

業の中で取り入れ効果を測ること」を目指す。 
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研修テーマ 研修項目 

①オリエンテーション 

〇自己紹介 

〇ねらいを明確にする(受講にあたっての視点とテーマを

共有する。また受講 段階に応じて、取り組むスタンス

と課題が変わることを事前に説明) 

②「体験学習とファシリテー

ションとは」 

〇「体験学習とファシリテーションとは」 

【実習①】「私の窓」 

【小講義】「コンテントとプロセス」 

③体験学習の学び方を知る 

〇グループの中の自分のありように気づく 

【実習②】「名画鑑賞」 

【小講義】「体験学習のサイクル」 

④グループで起こるプロセ

ス(意思決定・リーダーシ

ップ・コミュニケーショ

ン)に気づく 

【実習③】「おもしろレジャーランド」 

【小講義】「グループプロセスの諸要素」 

⑤まとめ(今日一日をふりか

えって) 
 

⑥伝え合う、こころみる、安

心安全な場をつくるため

には 

【実習④】「伝え合う、こころみる」 

【実習④－１】「ディスカッション」 

【実習④－２】「ディスカッション」振り返り 

〇「分かち合い・フィードバックカード交換」 

〇「取り組みたいことを宣言」 

【実習④－３】「順位決定」 

【実習④－４】「順位決定」振り返り 

〇「分かち合い」 

〇まとめ 

【小講義】「安心安全な場をつくるために」 

【小講義】「ファシリテーションとは」 

⑦現場で活用するためには 

【実習⑤】「現場への導入検討」 

〇導入説明 

〇セッション４までをふりかえる 

〇体験学習を現場へどのように導入するか話し合う 

〇発表準備 

〇ふりかえりと分かち合い 

⑧まとめ 
〇プレゼンテーション 

〇全体のまとめと現場にむけて 

修 了 基 準 

本研修コースを通じて、「①ファシリテーションによる授業の活性化に

ついて、ファシリテーションを導入する理由、その方法・効果を説明で

きる」、「②ファシリテーターに必要な知識・スキル・マインドを説明で

きる」、「③ファシリテーション技法を取り入れた授業展開を図れる」状

態をもって修了とする。 

テキスト（例） ・オリジナルレジュメ 

参考図書（例） 

・津村俊充ほか「ファシリテーター・トレーニング」ナカニシヤ出版 

2011 年 

・堀裕嗣「教室ファシリテーション１０のアイテム１００のステップ」

学事出版 2012 年 

・中野民夫「ファシリテーション革命」岩波書店 2003 年 

・堀公俊「ファシリテーション入門」日本経済新聞社 2004 年 

・堀公俊ほか「組織・人材開発を促進する教育研修ファシリテーター」

日本経済新聞出版社 2010 年 
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別表２⑵ 第５条第４項第２号（学級経営・学生対応（学級経営の効果的手法と学生の個

別カウンセリング）） 

必修・選択区分 選択必修 履 修 時 間 １２時間・２日間 

研 修 形 態 講義、演習、グループワーク 

研 修 の 目 標 

専門学校の現場でクラス運営の改善等に活用され、学生の「対人関係形

成能力」や「社会形成能力」を育成する上で教育効果を上げている「Ｑ

－Ｕアセスメント」専門学校版を用いて、Ｑ－Ｕの意義や理論、実践方

法を学び、学生に対する教員個々の指導力を向上させるとともに、校内

での教員間の連携を強化し、より効果的なクラス・学科運営が行えるよ

うになることを目指す。 

研修テーマ 研修項目 

①学級経営とは 

〇学級経営を通じて教員の仕事とは 

〇教員に必要な教育力(スキル) 

〇望ましい学級集団の状態とは 

②学級経営に活かすソーシ

ャルスキルトレーニング 

〇社会と学生の変化を知る 

〇良好な人間関係を形成・維持していくための知識や技術

を学ぶ 

〇ソーシャルスキルトレーニングの流れ(インストラクシ

ョン・モデリング・リハーサル・フィードバックと強化・

定着化) 

③体系的な手法を活かした

学級経営(Ｑ－Ｕの活用) 

〇居心地の良い学級集団の必要条件とは 

〇Ｑ－Ｕを活用した年間教育実践モデル 

〇学級満足度尺度の結果の見方 

〇学校生活意欲尺度の結果の見方 

〇分布パターンから考える集団の状態 

〇退学した学生とＱ－Ｕ結果との関連 

〇事例研究/グループワーク 

〇Ｑ－Ｕ結果を授業に活かす 

④構成的グループエンカウ

ンターの理論 

〇集団の意義(ジョハリの窓) 

〇学級集団のアセスメント(ソシオメトリックテスト・Ｑ

－Ｕ) 

〇理想的なリーダー(ＰＭ理論) 

〇人間関係づくり(ワンネス・ウィネス・アイネス) 

〇自己開示・自己理解・他者理解・自己受容・感受性の促

進を通して、行動の変容と人間的な成長を目指す 

⑤構成的グループエンカウ

ンターの実際 

〇エンカウンターの流れ 

・インストラクション・ウォーミングアップ 

・エクササイズ・インターベンション・シェアリング 

⑥構成的グループエンカウ

ンターの演習 
〇さまざま種類の演習を体験し、共有する 

⑦個別カウンセリング 

〇キャリア・アンカー 

〇コーヒーカップ方式 

〇一般的理解(エリクソンのライフサイクル) 

〇個別的理解(リレーション） 

〇学級満足度(Ｑ－Ｕ・マズローの欲求レベル) 

〇人間関係づくり(ムスターカスの実存心理学） 

〇能動的/受身的援助技法 
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⑧個別カウンセリング演習 

〇カウンセラー役、クライアント役に分かれロールプレイ

演習 

〇振り返り・感想 

⑨今後の活用と展開 
〇本研修で学んだことを、学校現場に帰ってからどう活用

し、展開するか？についてディスカッションする 

修 了 基 準 
本研修コースを通じて、自らの課題を見出し、今後の自身の研鑽に努め

られる状態をもって修了とする。 

テキスト（例） ・オリジナルレジュメ 

参考図書（例） 

・河村茂雄「専門学校の先生のための hyper-QUガイド」図書文化社 2011

年 

・「構成的エンカウンター辞典」図書文化社 2004 年 

 

別表２⑶ 第５条第４項第３号（体系的カリキュラム・シラバス作成（インストラクショ

ナル・デザイン）） 

必修・選択区分 選択必修 履 修 時 間 １２時間・２日間 

研 修 形 態 講義、演習、総合演習のプレゼンテーション 

研 修 の 目 標 

より学生に分かりやすく効率的に学べるカリキュラム・シラバスを作成

する手法であるインストラクショナル・デザイン(｢ID」）について、ID

とは何かを学び、ID を用いてカリキュラム・シラバスを設計・開発でき

るようになることを目指す。 

研修テーマ 研修項目 

①ID とは 

〇ID の概要、E-learning との関わり 

〇何故 ID を用いて教えるのか？教員としての姿勢 

〇現在の自分の授業・姿勢についてディスカッション 

〇ID の活用事例(学校での活用事例、企業での活用事例) 

〇学習システム(カリキュラム、シラバス、教材等)の設

計・開発手順(PDS モデル/ADDIE モデル) 

〇今の自分の学校の目標・カリキュラム・シラバスについ

てディスカッションする。 

②学習目標について 

〇目標と目的の違いを知り目標とは何か明確にする。 

〇目標の明確化３つのポイントである「目標行動/評価条

件/合格基準」を知り、実際にそのポイントの含まれた

目標を作成、修正が行えるようになる。 

〇目標設定の良い例・悪い例から明確化のためのポイント

が含まれているかを判別できるようにする。 

【演習】目標例の修正 

③目標の種類と効果測定 

〇授業における目標の分類を学び、自らの行う授業が何を

目標とするのかを明確にする。 

・言語情報、知的技能、運動技能、態度 

〇ID におけるテストの位置付けを知り、どこに辿り着けば

達成となるのかを授業で明確にできるようにする。 

〇ID における効果測定方法の１つとして、テストとその種

類を知り、実際に３種類のテストを組み立てられるよう

にする。 

・前提/事前/事後 

【演習】目標の分類と設定 
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④目標の分析方法 

〇目標の要素を見極める。 

〇目標の分析による目標のブレイクダウン・詳細化を行え

るようにする。 

〇分析結果による目標の見直しを行い、ADDIE モデル・PDCA

モデルにより目標を修正できることを確認する。 

【演習】自分の担当する授業の目標の分析 

⑤カリキュラム・シラバスの

作成方法 

〇カリキュラム・シラバスの実例 

〇大目標から分析を行い、小目標に分解していくことによ

りカリキュラムが作成できることを確認する。 

〇設定した小目標に対し時間を設定することによりカリ

キュラム・シラバスを作成する。 

⑥総合演習と発表 

【演習】目標の設定、分析からカリキュラム・シラバスの

作成 

【演習】作成したカリキュラム・シラバスの発表 

・フィードバックと修正 

・演習により作成した目標・カリキュラム・シラバスに

ついてディスカッションする。 

⑦振り返りと今後の展開 

【討議】以上の講義、演習、発表を踏まえて、研修全体の

振り返りを行う。 

・ID を実際にどのように活用していくか？ 今後の展開

に向けて(できれば教育分野別の)グループでディス

カッションする。 

・各教員の置かれた立場に応じて、学校・学科・学年・

クラス・授業等の大～小の様々な規模で、研修翌日か

ら実践できる方法を教員自らの「行動目標」として導

き出す。 

・各グループで出された意見・感想を受講者全体で共有

する。 

修 了 基 準 
事後テスト(選択式２０問)の８割を達成するとともに、ID に基づくカリ

キュラム・シラバスが作成できる状態をもって修了とする。 

テキスト（例） ・鈴木克明「教材設計マニュアル」北大路書房 2002 年 

参考図書（例） 

・鈴木克明「授業設計マニュアル」北大路書房 2011 年 

・R.M.ガニェほか「インストラクショナルデザインの原理」北大路書房 

2007 年 

・島宗理「インストラクショナルデザイン 教師のためのルールブック」

米田出版 2004 年 

 

別表３⑴ 第５条第５項第１号（学校の経営（SWOT 分析を中心として）） 

必修・選択区分 選択必修 履 修 時 間 １２時間・２日間 

研 修 形 態 講義、演習、総合演習のプレゼンテーション 

研 修 の 目 標 

コンプライアンスや内部統制組織の充実の要請、自己点検・評価の実質

化、学校関係者評価の実質運営、教育課程編成における外部有識者から

のヒアリングと反映、第三者評価の実施など学内外の経営にかかる諸問

題に対する対応力を高め、中堅教員として相応しい経営感覚と問題解決

能力の習得や実践能力の向上に向けて、学校経営の概観を把握でき、優

れた「経営感覚」を身に付けることを目指す。 

研修テーマ 研修項目 

①学校経営とは 
〇受講者・グループが考える学校経営 

〇本来の学校経営とは 
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②学校経営にあたっての基

本的知識等 

〇本来の学校経営に必要な知識・スキルの概要の理解 

〇SWOT 分析・3C・WBC の理解 

③SWOT 分析手法 
〇SWOT 分析の基礎 

〇中堅教員として経営に関わるキャリア認識 

④SWOT 分析のケーススタデ

ィ 

〇ケーススタディとして「Ａ専門学校」をもとに SWOT 分

析の手法を理解する。 

⑤学科新設 

「Ａ療専門学校」で入り口(高校)、出口(企業等)といった

社会動向などあらゆる市場を調査しながら、新設したい

学科を検討・整理し、グループ内でディスカッションを

行い、学科新設計画や課題を発表する。 

修 了 基 準 

本研修コースを全て受講した上で、演習・グループワークに積極的に参

加し、グループごとの課題の発表において自律的又は実践的に協力及び

支援等を行う状態をもって修了とする。 

テキスト（例） ・オリジナルレジュメ 

参考図書（例） 

・太田和良幸「大学マネージメントの理論と実際」黎明書房 2003 年 

・長江光男「２１世紀の私大経営と財政」学校経理研究会 2005 年 

・石渡朝男「実務者のための私学経営入門」法友社 2008 年 

・山本眞一・田中義郎「大学のマネジメント」日本放送出版協会 2008

年 

・岩田雅明「実践的学校経営戦略」ぎょうせい 2009 年 

 

別表３⑵ 第５条第５項第２号（リスクマネジメント（クレーム対応）） 

必修・選択区分 選択必修 履 修 時 間 ６時間・１日間 

研 修 形 態 講義、演習、グループワーク 

研 修 の 目 標 

クレームの基本概念を理解し、過去の代表的な事例からクレーム対応の

手順や留意点を知ることで、専修学校におけるクレームの諸問題への対

応力を高め、中堅教員として相応しい問題解決能力及び判断能力を身に

付けるとともに、組織によるクレーム対応をも学ぶことにより、自組織

のＣＳ(顧客満足度)改善計画や企画策定などリスクマネジメントにつ

いての理解を深めることを目指す。 

研修テーマ 研修項目 

①求められる「教職員(学校)

像」とは 

〇私が学生/ステークホルダーだったら、教職員(学校)に

まず何をしてほしいか 

〇教職員(学校)が学生/ステークホルダーに対して、して

ほしくないことは何か 

②リスクマネジメントの基

本 

〇リスクの所在とその影響を知る 

〇リスクマネジメントの基本 

〇リスクマネジメントに関わる重要な一要素として「防災

対策」及び「天災・震災時の対応」の基本について取り

上げる 

③ＣＳ(学生・ステークホル

ダーの満足度)を考える 

〇ＣＳ(学生/ステークホルダーの満足度)とは何か  

〇ＣＳ推進のポイント 

④サービスのスタートライ

ンとは 

〇「対面応対」(第一印象の重要性) 

〇良い「電話応対」を構成する要素 

⑤過去の代表的な事例から

みるクレームとは(学生、

保護者、就職先企業、地域

等) 

〇近年のクレームの一般的傾向、事例 

〇クレームの種類 

〇クレーム対応が上手にできない理由・上手くできた理由 
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⑥クレーム対応の基本手順 

〇「組織を代表している」という意識を持ち行動する 

〇誠実な態度でお詫びし、相手の心情を理解して話をよく

聴く 

〇学生/ステークホルダーの話を正確にキャッチする(傾

聴力) 

〇何が問題になっているか「事実を確認」する 

・言葉にならない情報を探る～質問力 

〇代替案・解決策を提示する 

・相手の気持ちになって話す 

・用語の共有化 

・相手を意識した言葉の組み立て 

⑦クレーム対応で留意すべ

き点 

〇声、態度に注意する 

〇迅速に対応(反応)することが基本 

〇接遇など環境作りも不可欠 

〇クレーム電話対応のポイント 

〇書面を要求された場合 

⑧組織としていかにクレー

ムに対応するか 

〇職場のＣＳ改善事例 

〇企画事例 

修 了 基 準 
本研修コースを通じて、自らの課題を見出し、今後の自身の研鑽に努め

られる状態をもって修了とする。 

テキスト（例） ・オリジナルレジュメ 

参考図書（例） 

・古谷治子「ゼロから教えて クレーム対応」かんき出版 2012 年 

・小田順子「これで怖くない!公務員のクレーム対応術」学陽書房 2012

年 

・塩澤百合子ほか「達人が教える相談面接 虐待・精神疾患・クレーム 

困った場面の打開術」日総研出版 2012 年 

・安藤栄一「クレーム対応の技と心得 お客様との妥協点は必ずある」

阪急コミュニケーションズ 2012 年 
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ャ

リ
ア

・
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
 

2
0
1
0
年

～
現

在
:
左

記
名

称
に

変
更

 

(
独

法
)
雇

用
・

能

力
開

発
機

構
 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 

2
0
0
2
年

～
2
0
0
6
年

:
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
講

座
修

了
後

に
実

施
し

た

「
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

能
力

評
価

試
験

」
の

総
合

評
価

が
3
5
0
ポ

イ
ン

ト
以

上
の

者
 

(
有

責
中

間
法

人
)

人
材

開
発

協
会

 

人
材

開
発

協
会

認
定

キ
ャ

リ
ア

・
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
 

キ
ャ

リ
ア

・
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
養

成
コ

ー
ス

 
1
9
9
6
年

～
2
0
0
5
年
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 別
表

４
⑵

 
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
①

（
標

準
レ

ベ
ル

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

又
は

標
準

レ
ベ

ル
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
研

修
と

同
等

若

し
く

は
そ

れ
以

上
の

養
成

研
修

）
 

「
標

準
レ

ベ
ル

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

又
は

標
準

レ
ベ

ル
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
研

修
と

同
等

若
し

く
は

そ
れ

以
上

の
養

成
研

修
」

は
、

以
下

の
表

の
養

成
研

修
を

「
期

間
、

特
記

事
項

な
ど

」
の

期
間

に
受

講
し

、
修

了
し

た
者

を
い

う
。

 

団
体

名
 

養
成

研
修

名
 

期
間

・
特

記
事

項
等

 

(
株

)
エ

ス
ジ

ー
ケ

イ
 

I
C
C
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
 
養

成
講

座
 

2
0
0
3
年

～
2
0
0
5
年

 

(
株

)
社

学
宣

 
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
科

 
2
0
1
0
年

～
現

在
 

(
株

)
テ

ク
ノ

フ
ァ

 
キ

ャ
リ

ア
・

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

養
成

コ
ー

ス
 

2
0
0
4
年

～
現

在
 

(
株

)
東

京
リ

ー
ガ

ル
マ

イ
ン

ド
 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 
2
0
0
0
年

～
現

在
 

(
株

)
日

本
マ

ン
パ

ワ
ー

 
キ

ャ
リ

ア
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
養

成
講

座
 

2
0
0
0
年

～
現

在
 

(
株

)
日

本
ラ

イ
セ

ン
ス

バ
ン

ク
 

C
D
A
キ

ャ
リ

ア
・

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

養
成

コ
ー

ス
 

2
0
0
8
年

～
現

在
 

(
株

)
フ

ル
キ

ャ
ス

ト
H
R
総

研
 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 
2
0
0
3
年

～
2
0
0
7
年

 

(
株

)
ラ

イ
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

ジ
ャ

パ
ン

 
キ

ャ
リ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 
2
0
0
8
年

～
2
0
1
1
年

 

(
株

)
リ

ク
ル

ー
ト

 
G
C
D
F
－

J
a
p
a
n
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
2
0
0
0
年

～
2
0
0
3
年

 

(
公

財
)
日

本
生

産
性

本
部

 
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
講

座
 

2
0
0
2
年

～
現

在
 

(
公

財
)
関

西
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

 
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
講

座
 

2
0
0
3
年

～
現

在
 

(
社

)
日

本
経

済
団

体
連

合
会

 
キ

ャ
リ

ア
・

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

養
成

講
座

 
2
0
0
1
年

～
2
0
0
6
年

 

(
一

社
)
日

本
産

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
協

会
 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

講
座

 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

特
別

講
習

 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

特
別

講
座

 

2
0
0
2
年

～
2
0
0
5
年

 

2
0
0
5
年

～
2
0
1
2
年

 

2
0
1
3
年

～
現

在
 

テ
ン

プ
ス

タ
ッ

フ
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
(
株

)
 

キ
ャ

リ
ア

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
・

マ
ス

タ
ー

 
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
2
0
0
2
年

～
現

在
 

(
N
P
O
法

人
)
I
C
D
S
 

I
C
D
S
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
 
養

成
講

座
 

2
0
0
5
年

～
現

在
 

(
N
P
O
法

人
)
キ

ャ
リ

ア
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

協
会

 
G
C
D
F
－

J
a
p
a
n

キ
ャ

リ
ア

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン

グ
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
2
0
0
3
年

～
現

在
 

(
N
P
O
法

人
)
社

会
教

育
ネ

ッ
ト

 
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
講

座
 

2
0
0
8
年

～
現

在
 

就
職

相
談

員
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 
2
0
1
1
年

～
現

在
 

(
N
P
O

法
人

)
日

本
キ

ャ
リ

ア
・

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
・

カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
協

会
 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

 
2
0
0
3
年

～
現

在
 

    

 
 



2
0
 

  
 

 

(
独

法
)
雇

用
・

能
力

開
発

機
構

 
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
講

座
 

2
0
0
2
年

～
2
0
0
6
年

 

キ
ャ

リ
ア

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

養
成

講
座

修
了

後
に

実
施

し
た

「
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

能
力

評
価

試
験

」
の

総
合

評
価

が
3
5
0
ポ

イ
ン

ト
未

満
の

者
 

(
独

法
)
労

働
政

策
研

究
・

研
修

機
構

労
働

大
学

校
 

職
業

指
導

Ⅱ
A
 

2
0
0
9
年

～
現

在
 

(
有

)
キ

ャ
リ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

 
I
C
D
S
キ

ャ
リ

ア
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
養

成
講

座
 

2
0
0
5
年

～
現

在
 

(
有

責
中

間
法

人
)
人

材
開

発
協

会
 

キ
ャ

リ
ア

・
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
養

成
コ

ー
ス

 
1
9
9
6
年

～
2
0
0
5
年
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別表５⑴ 第１１条第２項（教員のキャリアデザインワークショップ） 

ア．書類審査時の確認事項 

自らのキャリアデザイン(開発)のため、企業や他団体のキャリアデザインワークショップ

を受講した経験があること。 

キャリア開発ワークショップのファシリテーション経験が、１０時間以上あることが望ま

しい。 

カウンセリングの年間実施時間数が１年間で２０時間以上あること。 

カウンセリングの関連講座の実施経験があることが望ましい。 

学内での半年以上の継続した講義か学外での１つの講座(数時間以上のもの)について、フ

ァシリテーションの手法を用いグループワークで実施する講座運営の経験があることが

望ましい。 

イ．講師に求めるポイントの確認事項 

研修中、講義に偏らないようにワークを入れて運営できる。 

研修の冒頭で全体像を、またコマの冒頭など必要に応じて概要を提示し、講義に入ること

ができる。 

ワークに入る前の指示(内容、方法、時間等)を明確にできる。(※クロスインタビュー方

式、カード分類法等) 

研修中、受講生の疑問を適切に拾い、説明できる。 

研修のグラウンドルールを自ら実践できる。 

ファシリテーションの留意点を理解し実践できる。[キャリア・サポーター養成トレーナ

ー] 

積極的傾聴の姿勢で受講者を支援できる。 

中堅教員研修のねらい、スキーム、全科目概要を理解している。 

学校での中堅教員の役割を理解している。 

自律的・他律的キャリア、外的・内的キャリアについて説明できる。 

代表的なキャリア理論(プロティアン・キャリアやプランド・ハプンスタンス・セオリー

等)を説明できる。 

キャリアデザインの意義について説明できる。 

専修学校を取り巻く環境と今後の動向について、「人口・競争・意識」構造の変化を中心

に説明できる。 

教員の SWOT 分析について説明できる。 

中堅教員の役割について説明できる。 

期待される教職員像について、教員自身のこととして考えるよう導くことができる。 

ジョブカードを説明でき、教員自身のキャリアの棚卸の際に利用できる。 

ライフラインチャート、エゴグラム、キャリア・アンカーのアセスメントについて説明で

きること、またそれを利用し、教員自身の自己理解を促進することができる。 

当事者意識を持って動くことの大切さを説明できる。 

環境分析の意義と方法について説明できる。 

アクションプランを立てる意義を理解している。 

CAN、WILL、MUST を踏まえて「キャリアビジョン」と「アクションプラン」が考えられる

よう支援できる。 

アクションプランの実現に向けて取り組めるよう、前向きに講義を終わることができる。 

ウ．書類審査と連動した確認事項 

自らの経験に基づくエピソードを適切に用い、講義の理解を促進させることができる。 

 



 

22 

 

別表５⑵ 第１１条第２項（新任指導力（組織コーチング、メンタリング）） 

ア．書類審査時の確認事項 

カウンセリングの年間実施時間数が１年間で２０時間以上あること。 

カウンセリングの関連講座の実施経験があることが望ましい。 

メンタリングの基本的な内容に関する受講経験があること。 

メンタリングプログラムの導入に関する受講経験があることが望ましい。 

メンタリングを組織に導入しようとしたことがあることが望ましい。 

業務で半年～１年間特定の継続した対象者にメンタリングの経験があることが望ましい。

(できれば対象は学生以外が良いが対学生の経験も考慮。) 

学内での半年以上の継続した講義か学外での１つの講座(数時間以上のもの)について、フ

ァシリテーションの手法を用いグループワークで実施する講座運営の経験があることが

望ましい。 

イ．講師に求めるポイントの確認事項 

研修中、講義に偏らないようにワークを入れて運営できる。 

研修の冒頭で全体像を、またコマの冒頭など必要に応じて概要を提示し、講義に入ること

ができる。 

ワークに入る前の指示(内容、方法、時間等)を明確にできる。 

研修中、受講生の疑問を適切に拾い、説明できる。 

研修のグラウンドルールを自ら実践できる。 

ファシリテーションの留意点を理解し実践できる。[キャリア・サポーター養成トレーナ

ー] 

積極的傾聴の姿勢で受講者を支援できる。 

中堅教員研修のねらい、スキーム、全科目概要を理解している。 

学校での中堅教員の役割を理解している。 

メンタリングの基本を理解していて、用語の説明ができる。 

新任教員の指導・支援に、メンタリングスキルが活用できることを説明できる。 

メンタリングの継続は、現場の現状を見直し協力関係を築くために行うことを説明でき

る。 

講師自身、メンターのフィロソフィーを実践できる。 

メンターの役割は課題達成支援と意欲促進支援に関わることで、そのために必要な行動を

理解している。 

メンタリングの効果と意義について、経験談を交えて話すことができること。メンター、

メンティーともにメリットがあることも説明できる。 

双方向コミュニケーションモデルの４つの領域について理解し、領域の具体的な内容につ

いて説明できる。 

メンタリング・ティーチング・コーチングの違いを説明でき、使い分けの重要性を説明で

きる。 

メンティーの考えを聴くことで行動を理解し、価値観を尊重する重要性を説明できる。 

目標、問題、課題の明確化について説明できる。 

目標設定の SMART モデル、成長を促す GROW モデル、最終面談の START モデルについて説

明できる。 

傾聴の大切さを実感できるようワークを運営し、その後の内省を促せる。 

受講者同士のロールプレイングが円滑に行えるよう、導入時に注意点を確認できる。 

効果的なフィードバックについてアドバイスできる。 

メンタリングの禁止事項を説明できる。 

組織へのメンタリングプログラム導入の基本と流れ、方法を説明できる。 
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ウ．書類審査と連動した確認事項 

自らの経験に基づくエピソードを適切に用い、講義の理解を促進させることができる。 

 

別表５⑶ 第１１条第２項（教育・指導力向上（ファシリテーションの効果を実感する体

験学習）） 

ア．書類審査時の確認事項 

企業や専門団体のファシリテーション関連講座を受講していること。 

学内での半年以上の継続した講義か学外での１つの講座(数時間以上のもの)について、フ

ァシリテーションの手法を用いグループワークで実施する講座運営の経験があることが

望ましい。 

イ．講師に求めるポイントの確認事項 

研修中、講義に偏らないようにワークを入れて運営できる。 

研修の冒頭で全体像を、またコマの冒頭など必要に応じて概要を提示し、講義に入ること

ができる。 

ワークに入る前の指示(内容、時間等)を明確にできる。 

研修中、受講生の疑問を適切に拾い、説明できる。 

研修のグラウンドルールを自ら実践できる。 

ファシリテーションの留意点を理解し実践できる。[キャリア・サポーター養成トレーナ

ー] 

積極的傾聴の姿勢で受講者を支援できる。 

中堅教員研修のねらい、スキーム、全科目概要を理解している。 

学校での中堅教員の役割を理解している。 

教育分野のファシリテーターについて、グループ活動でのファシリテーションがなぜ大切

なのか、説明できる。 

ラボラトリー方式の体験学習について説明できる。 

人間関係をとらえる２つの視点(コンテントとプロセス)について説明できる。 

体験学習の循環過程について説明でき、過程でのファシリテーターの適切な働きかけがで

きる。 

グループ学習では、環境が大事であると説明できる。 

ふりかえりの時間の重要性を理解し、ファシリテーターとして気づきを促進させられる。 

研修後に受講生が現場への導入を試みようという共感を得られたと見込まれる。 

ウ．書類審査と連動した確認事項 

自らの経験に基づくエピソードを適切に用い、講義の理解を促進させることができる。 
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一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

中堅教員研修連携実施団体の手続及び業務等に関する規程 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団（以下「財団」という。）

研究研修事業等に関する規程（以下「研修規程」という。）第２条第１項に規定する委

員会（以下「中央委員会」という。）が定める専修学校中堅教員研修（以下「中堅教員

研修」という。）コース・研修カリキュラム実施要項（以下「実施要項」という。）第４

条第１項に基づき中堅教員研修を連携して実施する機関（以下「中堅教員研修連携実施

団体」という。）の申請手続及び業務等を定めることを目的とする。 

（中堅教員研修連携実施団体の対象） 

第２条 この規程において、中堅教員研修連携実施団体とは、次の各号に定めるものをい

う。 

⑴ 研修規程第２条第１項第２号に定める支部委員会（以下「支部委員会」という。） 

⑵ 教育機関のうち財団定款第３条の規定及び財団定款施行細則第２条第１項の規定

に基づく都道府県支部に加盟する教育機関（以下「支部加盟教育機関」という。） 

⑶ その他支部加盟教育機関で組織され、財団定款第５条第１号及び第２号並びに第４

号乃至第６号に定める事業に密接に関連する事業を主な事業とし、中堅教員研修事業

開発・運営等委員会（以下、「開発・運営等委員会」という。）が財団の当該事業に連

携及び協力すると認めた団体（以下「財団連携・協力団体」という。） 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、中堅教員研修の開催に当たり、中堅教員研修連携実施

団体に所属する教育機関の教職員のほか、次の各号を対象に受講を募るよう努めるもの

とする。 

⑴ 前項第１号に定める支部委員会 

① 当該都道府県に所在する支部加盟教育機関以外の教育機関 

② 近隣の他の都道府県支部に加盟する教育機関 

⑵ 前項第２号に定める支部加盟教育機関 

① 支部加盟教育機関が所在する当該都道府県の他の支部加盟教育機関 

② 近隣の他の都道府県支部に加盟する教育機関 

⑶ 前項第３号に定める財団連携・協力団体 財団連携・協力団体に加盟していない支

部加盟教育機関 

（対象となる中堅教員研修の種類） 

第３条 中堅教員研修連携実施団体は、実施要項に定める中堅教員研修の研修コース（以

下「研修コース」という。）うち次の各号に定める研修コースの申請を行うことができ

る。 

⑴ 教員のキャリアデザインワークショップ 

⑵ 新任指導力（組織コーチング、メンタリング） 

voc1
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⑶ 教育・指導力向上（ファシリテーションの効果を実感する体験学習） 

⑷ 学級経営・学生対応（学級経営の効果的手法と学生の個別カウンセリング） 

⑸ 体系的カリキュラム・シラバス作成（インストラクショナル・デザイン） 

⑹ 学校の経営（ＳＷＯＴ分析を中心として） 

⑺ リスクマネジメント（クレーム対応） 

（恣意的運営の禁止） 

第４条 中堅教員研修連携実施機関は、この規程のほか開発・運営等委員会規程及び実施

要項に定める規定（以下「実施基準等」という。）に基づく研修コースの業務遂行に係

る方針及び手順に従って運用するものとし、正式な手続を経ず恣意的に実施基準等を変

更してはならないものとする。 

（研修コース等の準拠要件） 

第５条 中堅教員研修連携実施機関が行う研修コースの内容は、実施要項に準拠するもの

でなければならないものとする。 

（中堅教員研修業務等の適確な遂行及び研修要員の配置等） 

第６条 中堅教員研修連携実施機関は、この規程及び実施要項に従い、研修業務を適確に

遂行しなければならないものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、中堅教員研修の業務を遂行するに当たり、研修業務へ

の適性を有する要員（以下「研修要員」という。）を配置しなければないものとする。 

（機密情報の保護等） 

第７条 中堅教員研修連携実施機関は、中堅教員研修の業務遂行の過程において得られた

個人情報又は研修業務に関わる機密の情報等を保護するため、関連法令等を遵守しなけ

ればならないものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、取扱う個人情報又は研修業務に関わる機密の情報等に

ついて、漏えい、滅失又は毀そん（以下「事故等」という。）が発生したときは、遅滞

なく開発・運営等委員会に報告しなければならないものとする。 

（中堅教員研修業務等に関する委託の禁止） 

第８条 中堅教員研修連携実施機関は、中堅教員研修の業務を委託してはならないものと

する。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、前項に関わらず、第２条第２項各号に定める研修コー

スの受講者の募集の業務に限り、業務の全部又は一部を支部委員会、支部加盟教育機関

及び財団連携・協力団体に委託することができるものとする。ただし、中堅教員研修連

携実施機関は、委託先となる支部委員会、支部加盟教育機関及び財団連携・協力団体に

対して、この規程及び実施要項に基づく業務に関連する規定を遵守させなければならな

いものとする。 

 

第２章 中堅教員研修の経費等 

（研修コースごとの受講料等） 
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第９条 中堅教員研修連携実施機関は、研修コースを円滑かつ健全に運営するため、財団

の中央委員会が例示する金額を参考にして、社会通念上適切と認められる額の受講料

（研修コースで使用する市販の必須教材等の購入費を含む。以下同じ。）を受講者から

徴収することができるものとする。この場合、中堅教員研修連携実施機関は、支部加盟

教育機関以外の教育機関の受講者に対して、支部加盟教育機関の受講者の受講料の２倍

を限度として徴収することができるものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、講師及び受講者相互の情報交換会等（以下「情報交換

会等」という。）を開催するときは、受講料とは別に次の各号の経費（以下「会費」と

いう。）を限度として受講者から徴収することができるものとする。 

⑴ カリキュラムで必須とする情報交換会等の会費 教員のキャリアデザインワーク

ショップ ５，０００円 

⑵ 前号以外の任意の情報交換会等の会費 ２，０００円 

３ 支部加盟教育機関が当該支部加盟教育機関の受講者に対して受講料及び会費を無料と

したときは、第２条第２項第２号に基づき受講する当該支部加盟教育機関以外の教育機

関の教職員に対する受講料及び会費は、実費相当など社会通念上適切と認められる額に

設定するものとする。 

４ 財団連携・協力団体が当該財団連携・協力団体に加盟する支部加盟教育機関の受講者

に対して受講料及び会費を無料としたときは、第２条第２校第３号に基づき受講する当

該財団連携・協力団体に加盟していない支部加盟教育機関の教職員に対する受講料及び

会費は、実費相当など社会通念上適切と認められる額に設定するものとする。 

（研修コースの講師に対する謝金・旅費等） 

第１０条 中堅教員研修連携実施機関は、第３条第１号乃至第３号に定める研修コースを

実施するときは、開発・運営等委員会が派遣する講師（以下「認定講師」という。）が

担当するものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、認定講師に対して次の各号の謝金・旅費等を支払うも

のとする。 

⑴ 謝金 

ア 研修コースに派遣した認定講師が１人のときは、１時間当たり１万円 

イ 研修コースに派遣した認定講師が２人のときは、セッションにおける認定講師の

役割に応じて、メイン講師の時間帯は１時間当たり１万円、サブ講師の時間帯は１

時間当たり２，５００円 

⑵ 旅費等 

ア 交通費は、認定講師の自宅あるいは職場から研修会場までの実費とする。 

イ 宿泊代は、認定講師が宿泊した施設の実費とする。ただし、中堅教員研修連携実

施機関が認定講師の宿泊施設を予約して直接支払うときは、この限りではない。 

３ 中堅教員研修連携実施機関は、第３条第４号乃至第７号に定める研修コースを実施す

るときは、中堅教員研修実施認定機関の認定及び業務等に関する規程に基づき中央委員

会が認定した中堅教員研修実施認定機関と協議の上、合意した金額を支払うものとする。

なお、本項の規定は、開発・運営委員会が中央委員会の承認を得て当該研修コースの中
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堅教員研修実施認定機関の認定及び業務等に関する規程を施行し、開発・運営委員会に

おける審議の上、中央委員会の承認を得て中堅教員研修実施認定機関の認定を開始した

ときから効力を有するものとする（第１１条第２項、第２１条第２項及び第３０条にお

いて同じ。）。 

 

第３章 中堅教員研修の計画申請等 

（実施計画の申請） 

第１１条 第３条第１号乃至第３号に定める研修コースを実施する中堅教員研修連携実施

機関は、研修コースごとに開催期間（開催予定期間を含む。以下同じ。）の２か月前ま

でに、開発・運営等委員会に対して次の各号に定める申請書類を提出しなければならな

い。 

⑴ 所定の様式による計画申請書（次の①から⑩の内容を含む。） 

① 中堅教員研修連携実施機関及び代表者名（押印） 

② 当該研修コースの種類 

③ 開催期間 

④ 開催又は開催予定会場（情報交換会等の開催又は開催予定会場を含む。） 

⑤ 定員 

⑥ 開催案内の通知対象及び通知又は通知予定日 

⑦ 受講料及び会費の単価 

⑧ 開催期間中の研修要員の配置人数 

⑨ 当該研修コースの収支予算案 

⑩ 担当者氏名（連絡先の住所、電話及びメールアドレスを含む。） 

⑵ 研修コースを主管する中堅教員研修連携実施機関の委員会又は組織の名簿 

⑶ 研修コースの実施において講師及び受講者から取得する書類その他の個人情報に

ついての安全上の対策を説明する書類 

⑷ その他開発・運営等委員会が必要と認める書類 

２ 第３条第４号乃至第７号に定める研修コースを実施する中堅教員研修連携実施機関は、

研修コースごとに開催期間（開催予定期間を含む。以下同じ。）の２か月前までに、開

発・運営等委員会に対して次の各号に定める申請書類を提出しなければならない。 

⑴ 所定の様式による計画申請書（次の①から⑪の項目を含む。） 

① 中堅教員研修連携実施機関及び代表者名（押印） 

② 当該研修コースの種類 

③ 中堅教員研修実施認定機関及び講師 

④ 開催期間 

⑤ 開催又は開催予定会場（情報交換会等の開催又は開催予定会場を含む。） 

⑥ 定員 

⑦ 開催案内の通知対象及び通知又は通知予定日 

⑧ 受講料及び会費の単価 

⑨ 開催期間中の研修要員の配置人数 
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⑩ 当該研修コースの収支予算案、 

⑪ 担当者氏名（連絡先の住所、電話及びメールアドレスを含む。） 

⑵ 前項第２号乃至第４号に定める書類 

（実施計画の審査） 

第１２条 開発・運営等委員会は、この規程及び実施要項に基づいて審査を行うものとす

る。 

２ 開発・運営等委員会は、審査に際し必要と認めるときは、中堅教員研修連携実施機関

に追加書類の提出を求めることができるものとする。 

３ 開発・運営等委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査を打ち切ること

ができる。 

⑴ 中堅教員研修連携実施機関の計画申請に係る事項に虚偽があった場合 

⑵ 中堅教員研修連携実施機関への追加の書類提出の求めに対して５日以内に書類の

提出がなかった場合 

⑶ その他中堅教員研修連携実施機関の責に帰すべき事由により審査が困難になった

場合 

（実施計画の承認の可否等） 

第１３条 開発・運営等委員会は、前条第１項に定める審査の内容に基づき、申請書類の

受信日から２週間以内又は追加書類の受信日から１週間以内のいずれか早い日までに

中堅教員研修連携実施機関の実施計画の承認の可否を決定し、その内容を書面で中堅教

員研修連携実施機関に通知するものとする。なお、開発・運営等委員会は、中堅教員研

修連携実施機関の実施計画の承認を可とする上で、特別の条件を付すことが適当と認め

るときは、通知に当該条件を付して行うものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、実施計画の承認を可とする旨の通知を受けた後、前項

に定める開発・運営等委員会が付した条件以外に研修コースに重要な計画の変更を行っ

てはならないものとする。 

３ 中堅教員研修連携実施機関は、承認された研修コースの業務範囲において、この規程

及び実施要項に従い、中堅教員研修連携実施機関であることを事業活動に使用すること

ができるものとする。 

４ 開発・運営等委員会は、中堅教員研修連携実施機関の承認を否とする旨の決定をした

ときは、第１項に定める通知に理由を付して行うものとする。 

（異議の申出） 

第１４条 実施計画の承認を否とする旨の決定・通知を受けた中堅教員研修連携実施機関

は、中央委員会に異議を申出ることができるものとする。 

２ 異議の申出を行う中堅教員研修連携実施機関（以下「異議申出機関」という。）は、前

項に定める決定を受けた通知の発信日から１週間以内において、所定の異議申出書に必

要事項を記入し、異議の申出の根拠を客観的に証明する事実資料とともに、中央委員会

に提出するものとする。 

（異議の申出の受理） 
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第１５条 中央委員会は、異議の申出を受理するに際して必要と認めるときは、異議申出

機関に追加資料の提出を求めることができるものとする。 

２ 異議申出機関は、前項に定める中央委員会からの追加資料の提出要請に対して、当該

要請文書の発信日から正当な理由なく１週間以内に追加資料が提出されないときは、異

議の申出を取り下げたとみなすものとする。 

３ 中央委員会は、異議の申出が妥当であると判断したときは、異議の申出の受理を異議

申出機関に文書にて通知するものとする。なお、中央委員会は、異議の申出が妥当と判

断できないときは、当該理由を明示し、異議の申出が受理できない旨を異議申出機関に

文書にて通知するものとする。 

（異議の申出の再審査と結果の通知） 

第１６条 中央委員会は、この規程に従って異議の申出について再度審査を行うものとす

る。 

２ 中央委員会は、異議申出機関に対して再審査の結果を文書にて通知するものとする。 

（審査上の守秘義務） 

第１７条 開発・運営等委員会及び中央委員会は、中堅教員研修連携実施機関から開示さ

れる情報について、守秘義務を負うものとする。 

 

第４章 承認決定後の事前準備等 

（講師の調整・派遣） 

第１８条 第３条第１号乃至第３号に定める研修コースにおいて、開発・運営等委員会は、

財団の研究研修事業全般の計画と調整の上、計画の承認を決定した研修コース（以下「計

画承認研修コース」という。）に応じて、中堅教員研修連携実施機関に必要な人数の認

定講師を派遣するものとする。 

２ 開発・運営等委員会は、前項に定める認定講師の派遣にあたり、中堅教員研修連携実

施機関に当該認定講師の略歴その他の必要な情報等を提供するものとする。 

（研修コース要領等の策定） 

第１９条 中堅教員研修連携実施機関は、この規程及び実施要項に基づき第３条に定める

研修コースの種類に応じて次の各号に掲げる事項を記載した計画承認研修コースの実

施内容に係る資料（以下「研修コース要領」という。）を作成するとともに、開催案内

に同封しなければならないものとする。 

⑴ 計画承認研修コースを主管する中堅教員研修連携実施機関 

⑵ 計画承認研修コースの名称 

⑶ 計画承認研修コースの趣旨及び目的・内容等に関する事項 

⑷ 計画承認研修コースのタイムスケジュール 

⑸ 計画承認研修コースの開催会場（名称、住所及び連絡先等） 

⑹ 計画承認研修コースの定員 

⑺ 計画承認研修コースの受講要件 

⑻ 計画承認研修コースの受講料 
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⑼ 計画承認研修コースの受講申込み受付期間 

⑽ 計画承認研修コースで使用するテキストその他教材に関する事項 

⑾ 計画承認研修コースの認定講師（略歴その他の必要な情報等）に関する事項 

⑿ 計画承認研修コースの受講者の評価手順（修了等の判定を含む） 

⒀ 計画承認研修コースの修了証の発行に関する事項 

⒁ 計画承認研修コースの受講希望者及び受講者その他の者からの問合せ窓口 

⒂ その他計画承認研修コースの内容として必要な事項 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、第８条第２項に定める情報交換会等を開催するときは、

研修コース要領に当該情報交換会等に係る事項を記載するものとする。 

３ 中堅教員研修連携実施機関は、開発・運営等委員会が定める所定の受講申込書を開催

案内に同封しなければならないものとする。 

（研修コース要領その他必要な情報等の提供） 

第２０条 中堅教員研修連携実施機関は、前条に定める研修コース要領その他必要な情報

等を、開発・運営等委員会に提供しなければならないものとする。なお、第３条第１号

乃至第３号に定める計画承認研修コースを実施する中堅教員研修連携実施機関は認定

講師に同様の措置を行わなければならないものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、やむを得ないと認められる事情等により計画承認研修

コースの研修コース要領その他必要な情報等に軽微な変更を行ったときは、速やかに開

発・運営等委員会に提供しなければならないものとする。なお、第３条第１号乃至第３

号に定める計画承認研修コースを実施する中堅教員研修連携実施機関は認定講師に同

様の措置を行わなければならないものとする。 

（研修コースの中止等） 

第２１条 中堅教員研修連携実施機関は、計画承認研修コースを中止するときは開催期間

の初日から２週間前までに、その旨を記載した研修中止届出書を開発・運営等委員会に

提出しなければならない。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、計画承認研修コースを中止したことに伴い、財団、認

定講師及び受講申込者並びに中堅教員研修実施認定機関又は計画承認研修コースの準

備に協力した支部委員会、支部加盟教育機関及び財団連携・協力団体が負うこととなっ

た一切の経費を負担しなければならないものとする。 

（研修コース要領の公開） 

第２２条 開発・運営等委員会は、計画承認研修コースの研修コース要領を財団のホーム

ページ等を通じて公表し、支部加盟教育機関及び支部加盟教育機関以外の教育機関に情

報提供するものとする。 

２ 開発・運営等委員会は、中堅教員研修連携実施機関が前条に定める計画承認研修コー

スを中止したときも、前項と同様の措置を行うものとする。 

 

第５章 開催期間中の業務等 

（受講記録等の管理） 
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第２３条 中堅教員研修連携実施機関は、返送された受講申込書に基づき、受講者名簿を

作成するとともに、受講者の出欠並びに遅刻及び早退等の有無を記録しなければならな

いものとする。 

（研修コースの記録等） 

第２４条 中堅教員研修連携実施機関は、計画承認研修コースの全日程（情報交換会等を

除く）の様子を動画として録画し、電子媒体として保存しなければならないものとする。 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、計画承認研修コースの全日程を通じて、所定の課題に

対してグループワークその他の類似の手法により作成された成果物等を画像として撮

影し、電子媒体として保存しなければならないものとする。 

（受講者アンケートの実施及び回収） 

第２５条 中堅教員研修連携実施機関は、開発・運営等委員会が定める所定の受講者アン

ケートを計画承認研修コースの開催初日に配布するとともに、計画承認研修コースの最

終日から１週間以内に全ての受講者から記入済みのアンケートを回収しなければなら

ないものとする。 

 

第６章 研修終了後の業務等 

（実績書類等の作成・提出） 

第２６条 中堅教員研修連携実施機関は、開発・運営等委員会が定める所定の様式に基づ

き、次の⑴から⑻の項目を含む計画承認研修コースに対する自己点検・評価を実施し、

引き続き中堅教員研修の研修コースの質を保証する上で必要な方策を整理した書類を

作成しなければならないものとする。 

⑴ カリキュラムの水準・内容（実施前のニーズ、実施後の効果及び満足度、その理由） 

⑵ 認定講師（評価、その理由） 

⑶ 教材（評価、その理由） 

⑷ 会場施設・設備（評価、その理由） 

⑸ 研修要員（評価、その理由） 

⑹ 受講者からの苦情への対応（評価、その理由） 

⑺ 中堅教員研修制度（評価・要望、その理由） 

⑻ 質保証に必要な方策（改善を要する場合の具体的な措置の内容） 

２ 中堅教員研修連携実施機関は、開発・運営等委員会が定める次の⑴及び⑵を含む所定

の様式に基づき、計画承認研修コースごとに収入と支出を明確にした財務情報の書類を

作成しなければならないものとする。 

⑴ 収入（受講料、交換会費及び地方自治体からの補助金等） 

⑵ 支出（認定講師の謝金及び旅費、会場費、会議費、教材購入費、印刷製本費、通信

運搬費、消耗品費、委託費、役職員等の謝金及び旅費） 

３ 中堅教員研修連携実施機関は、前二項に定める書類を計画承認研修コースの最終日か

ら１か月以内に開発・運営等委員会に提出しなければならないものとする。 
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第７章 不正行為に対する措置等 

（業務等の調査） 

第２７条 開発・運営等委員会は、必要があると認めるときは、中堅教員研修連携実施機

関に対して中堅教員研修の業務の実施状況について報告を求めることができるものと

する。 

２ 開発・運営等委員会は、必要があると認めるときは、中堅教員研修連携実施機関が実

施する計画承認研修コースに立ち会うことができるものとする。 

（勧告又は要請） 

第２８条 開発・運営等委員会は、前条に定める調査の結果に基づき、必要があると認め

るときは、中堅教員研修連携実施機関に対して中堅教員研修の業務の実施について改善

その他必要な対策を勧告又は要請することができるものとする。 

（承認の取消し） 

第２９条 開発・運営等委員会は、中堅教員研修連携実施機関が次の各号のいずれかに該

当するときは、中堅教員研修連携実施機関が申請した研修コースの承認を遡って取り消

すことができるものする。 

⑴ 第１１条に定める申請書類、第１２条第２項に定める追加書類、第１４条第２項に

定める事実資料及び第１９条に定める研修コース要領に故意に虚偽の記載をしたこ

とが明らかになったとき。 

⑵ 第２６条に定めるその他書類等に故意に虚偽の記載をしたことが明らかになった

とき。 

⑶ 正当な理由なく第２７条に定める調査に応じないとき又は調査に際して故意に虚

偽の報告をしたとき。 

⑷ 正当な理由なく前条に定める勧告又は要請に従わないとき。 

⑸ 事故、重大な過失等又は法令違反により、中堅教員研修連携実施機関としての信頼

を失ったと認められるとき。 

２ 開発・運営等委員会は、前項に基づき承認を取り消そうとするときは、事前に当該中

堅教員研修連携実施機関に弁明の機会を与えなければならないものとする。 

３ 開発・運営等委員会は、第１項に基づき承認を取消したときは、その旨を財団のホー

ムページ等を通じて公表するものとする。 

（取消しの効果） 

第３０条 前条第１項に定める承認の取消しを受けた中堅教員研修連携実施機関が当該承

認の取消しの前に、財団又は中堅教員研修実施認定機関が発行した修了証について、当

該受講者の責めに帰すべき事由がないときは、当該承認の取消しによって効力を失わな

いものとする。 

 

第８章 補則 

（規程の改正） 
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第３４条 この規程の改正は、開発・運営等委員会が中央委員会の承認を得てこれを行う

ものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２８年２月３日から施行する。 

 

 



 

 

職キ財発第８５号 

令和２年１０月２８日 

理 事 長 ・ 学 校 長 殿 

 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

理事長  福 田 益 和 

 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

令和２年度「中堅教員研修カリキュラム実証講習会」(専修学校教員研究協議会事業) 

『能動的学修（職業人としての汎用的能力を養うアクティブ・ラーニングの体験学習）』 

開催のご案内 

 

平素より本財団事業に対しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本財団では、平成２４年度より文部科学省の教育研修活動費補助事業の一環として、「中堅教員研修

カリキュラム」の研究・開発を進めております。これは、新任教員研修カリキュラム修了程度の能力を有する

方等を対象に、専修学校教育において、後進の指導等を含め、専修学校教育の振興に尽力することが期待され

る中核的・専門的な役割を担う中堅教員の育成を目的としたものです。 

 

この度、現在研究・開発中の当該カリキュラムのうち、学生がコミュニケーション能力や主体性を身に付け、

深い学びを得るために、「能動的学修（職業人としての汎用能力を養うアクティブ・ラーニング）に関する体

験学習」により、教育内容等の改善を目指す中堅教員研修カリキュラムの実証講習会を東京・主婦会館プラザ

エフにて開催し、プログラムの有用性等について、広くご参加者の皆様のご意見を賜りたいと考えております。

来る１１月３０日（月）～１２月１日（火）の２日間にわたり、計１２時間の研修プログラムとして実施いた

しますので、詳細は実施要項をご参照いただき、ご参加を賜りますようお願い申し上げます。 

 

参加を希望される方は、最終頁の受講申込書に必要事項をご記入の上、１１月２０日（金）までに下記へフ

ァクシミリにてお申し込みください。（定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。満席時には、当財団ホ

ームページ上でお知らせいたします。） 

 

新型コロナウィルス感染症対策につきましては、集合研修感染予防ガイドライン案（３頁に掲載）に基づき、

研修会を進めて参ります。 

 

［お問い合わせ・お申し込み先］ 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団＜略称：ＴＣＥ財団＞ 

（Association for Technical and Career Education） 

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館 

TEL：03(3230)4814 FAX：03(3230)2688 

公
印
省
略 

voc1
テキストボックス
別紙４（2021.04.19）




 

 

 

 

【主  催】 一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団（ＴＣＥ財団） 

【科 目 名】 能動的学修（職業人としての汎用的能力を養うアクティブ・ラーニングの体験学習） 

【内容・目的】アクティブ・ラーニングが必要だ、と言われたことがあると思います。なぜアクティブラーニ

ングが必要なのでしょうか。また、アクティブ・ラーニングとは、そもそもどのような学び方

なのでしょうか。本研修会では、アクティブ・ラーニングが必要とされる背景と考え方につい

て学びます。また、人が学ぶプロセスを「学習サイクル」から考え、具体的な日々の授業で何

に気をつけて授業をデザインすれば、より深く、学びを促進できるかを具体的な個々の授業実

践の中で検討します。また、本研修自体をアクティブ・ラーニング形式で、授業で使えそうな

ツールやテクニックを織り交ぜて実施します。これらを通して、「明日からアクティブ・ラー

ニング型授業をやってみよう」と思えることを目指します。 

【対  象】 専修学校の中堅教職員（目安：勤続５年程度以上） 

【申込期日】  令和２年１１月２０日（金）（定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。 

満席時には、当財団ホームページ上でお知らせいたします。） 

【定  員】 １６名 

【日  時】 

科目・時間数 日  時 

能動的学修（職業人としての汎用的能力を養うアクティブ・  

   ラーニングの体験学習）（計12時間） 

令和2年11月30日（月）13:00～18:00 

12月  1日（火） 9:00～17:00 

※2日目12:00～13:00は昼休み 

【受 講 料    】 無料 

【会  場】 東京・主婦会館プラザエフ 

東京都千代田区六番町１５   電話０３-３２６５-８１１１ 

         （http://plaza-f.or.jp/） 

【申込方法】 別紙の「受講申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 

         ⇒ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８ 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団（ＴＣＥ財団） 事務局 総務課宛 

【お持ちいただく物】・筆記用具・ノートパソコン 

・授業デザインワークシート（申込受付完了後に事前課題としてお送りいたします。） 

・実際に授業で使用した教材（パワーポイント資料やレジュメなど） 

【修了基準】  所定の研修時間を全て受講された方につきましては、本財団より「修了証」を発行いたします。 

 

ＴＣＥ財団 令和２年度「中堅教員研修カリキュラム実証講習会」(専修学校教員研究協議会事業) 

タイムテーブル（予定） 

「能動的学修（職業人としての汎用的能力を養うアクティブ・ラーニングの体験学習）」 

◆日 時 ： 令和２年１１月３０日（月）１３：００～１８：００ 

１２月 １日（火） ９：００～１７：００ 

令和２年度「中堅教員研修カリキュラム実証講習会」(専修学校教員研究協議会事業)実施要項   

http://plaza-f.or.jp/
voc1
テキストボックス
別紙５（2021.04.19）




 

 

（昼休みを１時間とします。昼食は各自でお取りください。） 

◆講 師 ：  田口 真奈 氏 

       京都大学高等教育研究開発推進センター 准教授 

予定時間 予定内容 

（初日） 
１２：４５ 
１３：００ 
１４：００ 
１５：００ 
１６：００ 
１７：３０ 
１８：００ 
（２日目） 
９：００ 

 
１０：３０ 
１１：００ 
 
１２：００ 
１３：００ 
 
１６：００ 
１７：００ 

 
受付 
初日開講・オリエンテーション 
研修概要説明・アイスブレイク 
講義「アクティブ・ラーニングとは何か」 
講義「アクティブ・ラーニングを促す授業デザイン」 
ペアワーク 
初日終了 
 
グループワーク１ 
 アクティブ・ラーニング型授業への「リ・デザイン」 
ジグソー法でアクティブ・ラーニングの技法を学ぼう 
グループワーク２ 
マイクロティーチングのための準備 

休憩 
グループ発表 
 マイクロティーチング 
振り返り 
閉会 

＊ 事情により変更となる場合があります。 

 

（一財）職業教育・キャリア教育財団 集合研修における感染予防ガイドライン案」より 

［ 研 修 前 ］ 

 研修当日までの２週間以内の渡航歴がある場合や発熱や咳などの体調不良が生じた場合はご参加をご遠慮いただきます。 

［ 研 修 当 日 ］ 

 ―会場準備― 

  〇ソーシャルディスタンスを確保できる広めの会場において、机・椅子の間隔を２メートル程度空けて会場設営いたします。 

  〇机・椅子、ホワイトボードなどは事前に消毒いたします。 

  〇ペンなどの小備品は共有せず、各自に用意いたします。 

 ―入室時― 

  〇ご入室者は最低限の人数とし、ご入室者にはマスク着用の上、手を消毒していただきます。 

  〇非接触型の体温計で検温し、３７．５度以上の発熱のある方はご入室をご遠慮いただきます。 

 ―研修中― 

  〇受講者の方々・講師・スタッフ等は常にマスクを着用していただきます。 

  〇ソーシャルディスタンスを確保し、常に人との適切な距離をとっていただきます。 

  〇ペンなどの小備品は共有しないでいただきます。 

 ―休憩中― 

  〇窓を開けるなど換気を行います。 

  〇研修会場へ再入室する際には手を消毒していただきます。 

 [ 研 修 終 了 後 ] 

  〇研修で使用した備品は消毒を行います。 

※受講者の方々・講師・スタッフなどの生命と健康を守るため、感染症対策のお願いをさせていただきます。ご協

力をよろしくお願いいたします。



 

 

 

※ご提供いただいた個人情報は、研修開催前後の事務連絡、研修時のグループ分けの為に 

利用させて頂きます。 

※講師・受講者・事務局・オブザーバーに配布する「受講者名簿」に都道府県名・氏名・学校名 

のみ掲載させて頂きますので、ご了承ください。 

 

 

【お申込先】(送付状は不要です。本紙のみお送りください。) 

 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 事務局 総務課 

ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８ 

 

 

令和   年   月   日＜申込期限：１１月２０日(金)＞ 

 

 都道府県名               

 

 

学 校 名                                              

 

       ふりがな 

  

受講申込者 氏  名                                         

 

 

   部署・役職名                                                                         

 

 

   性別：        ／年齢：         歳／生年月日：        年       月      日 

 

 

   専修学校教員勤続年数：          年          月 

  ※勤続年数は「常勤・非常勤」又は「専任・兼任」の期間の通算をご記入下さい。 

 

企業・施設等での実務経験年数：          年          月 

   ※実務経験年数は教員採用後の短期的な実務研修期間も合算してご記入下さい。 

 

 

   e-mail                    ＠                     

 

 

TEL           ―              ―             

 

令和２年度 中堅教員研修カリキュラム実証講習会 受講申込書 



 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

令和２年度「中堅教員研修カリキュラム実証講習会」(専修学校教員研究協議会事業) 

タイムテーブル 

『能動的学修（職業人としての汎用的能力を養うアクティブ・ラーニングの体験学習）』 

 

 

◆講 師 ： 京都大学高等教育研究開発推進センター 

准教授 田口 真奈 氏 

 

◆開催日 ： 令和２年１１月３０日（月）１３：００～１８：００ 

１２月 １日（火） ９：００～１７：００ 

 

◆会 場 ： 主婦会館プラザエフ 

 

予定時間 予定内容 

 
（初日） 
１２：４５ 
１３：００ 
 
 
１４：００ 
 
 
 
 
１５：００ 
 
 
１６：００ 
 
 
 
 
１７：３０ 
 
 
１８：００ 
 
（２日目） 
９：００ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
受付 
初日開講 
中堅教員研修ガイダンス（古賀稔邦氏） 
 
プログラムの流れの説明 
アイスブレイク・他己紹介 
 

（休憩） 
 
講義「アクティブ・ラーニングとは何か」 
カタルタを用いたアウトプット 

 
講義「アクティブ・ラーニングを促す授業デザイン」 
 スマホで講義中に質問してみよう 
 
（休憩） 
 
ペアワーク 
事前課題の共有 
 

初日終了 
 
 
グループワーク１・アクティブ・ラーニング型授業への「リ・デザイン」 
 チーム構築・グループ名を決める 
 グループでどれか一つ，リデザインする対象となる授業を決定する 
 グループで協力して，アクティブラーニング型授業にリ・デザインする 
 
 ※リデザインをする授業の対象となった授業者は、専門知識や教材を提供して
ください。それ以外のメンバーは、専門知識を持たない学習者の代弁者となり、
アドバイスを加えてください。 
（適宜休憩をとってください） 

voc1
テキストボックス
別紙６（2021.04.19）




１０：３０ 
 
１１：００ 
 
 
１２：００ 
 
１３：００ 
 
 
１３：１０ 
 
 
 
 
１３：５０ 
 
 
 
 
１４：３０ 
 
１４：４０ 
 
 
 
 
１５：２０ 
 
 
 
 
１６：００ 
 
１７：００ 
 

ジグソー法でアクティブ・ラーニングの技法を学ぼう 
 
グループワーク２・マイクロティーチングのための準備 
 
 
昼食休憩 
 
マイクロティーチング 
方法の説明 
 
グループ１ 
授業の概要の紹介（5分） 

 マイクロティーチング（15分） 
 検討会 20分 
 
グループ２ 
授業の概要の紹介（5分） 

 マイクロティーチング（15分） 
 検討会 20分 
 
（休憩） 
 
グループ３ 
授業の概要の紹介（5分） 

 マイクロティーチング（15分） 
 検討会 20分 
 
グループ４ 
授業の概要の紹介（5分） 

 マイクロティーチング（15分） 
 検討会 20分 
 
振り返り 
 
閉会 

 


